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●
保
険
証
（
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
）

を
更
新
し
ま
す

　

８
月
１
日
か
ら
は
、
７
月
中
に
お
送
り
す

る
新
し
い
保
険
証
を
ご
使
用
く
だ
さ
い(

保

険
証
は
、
白
色
の
封
筒
に
入
れ
「
簡
易
書
留

郵
便
」
で
お
届
け
し
ま
す)

。

■
配
達
時
に
ご
不
在
の
場
合

　
「
郵
便
物
お
預
か
り
の
お
知
ら
せ
」
が
投

函
さ
れ
ま
す
の
で
、「
お
知
ら
せ
」
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
郵
便
局
に
連
絡
し
、
都
合
の
良

い
日
に
再
配
達
を
希
望
さ
れ
る
か
、
郵
便
局

に
て
直
接
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

■
郵
便
局
で
の
保
管
期
限
が
過
ぎ
た
場
合

　
「
お
知
ら
せ
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
保
管

期
限
が
過
ぎ
た
郵
便
物
は
、
市
役
所
に
返
送

さ
れ
ま
す
。
お
受
け
取
り
に
つ
い
て
は
、
市

役
所
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

② 被用者保険の被扶養者であった方
　 の軽減
　後期高齢者医療制度に加入する日
の前日において、会社の健康保険や
共済組合、船員保険の被扶養者であっ
た方は、所得割額の負担はありませ
ん。均等割額は、制度に加入後 2年
経過するまでの間に限り5割軽減とな
ります。（ただし所得が低い方に対す
る軽減にも該当する方については、い
ずれか大きい軽減が適用されます。）
※被用者保険とは…協会けんぽ・健
康保険組合・船員保険・共済組合
の公的医療保険の総称（国民健康
保険・国民健康保険組合は含まれ
ません）

① 保険料「均等割額」の軽減

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

お
知
ら
せ

保険料の決まり方

●
保
険
料
額
の
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

７
月
中
旬
に
「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

額
決
定
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
す
。
保
険
料

の
額
や
支
払
い
方
法
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
（
６
月
以
降
に
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
加
入
さ
れ
た
方
へ

は
、
８
月
以
降
に
お
送
り
し
ま
す
）。

■
保
険
料
は
相
互
扶
助
の
大
切
な
財
源
で
す

　

通
知
書
に
「
納
付
書
」
が
同
封
さ
れ
て
い

た
方
は
、
納
期
限
ま
で
に
保
険
料
を
お
納
め

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
年
金
天
引
き
に
よ
っ
て

保
険
料
を
納
め
て
い
る
方
は
、
口
座
振
替
に

支
払
方
法
を
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
変
更
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
市
民
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
保
険
料
の
決
ま
り
方

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
が
等
し
く
負
担
す

る
「
均
等
割
額
」
と
被
保
険
者
の
所
得
に
応

じ
て
負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
の
合
計
額
と

な
り
、
個
人
ご
と
で
計
算
さ
れ
ま
す
（
所
得

の
状
況
に
応
じ
て
、
保
険
料
の
軽
減
措
置
が

あ
り
ま
す
）。
下
記
の
「
保
険
料
軽
減
措
置

の
見
直
し
」、
送
付
さ
れ
る
チ
ラ
シ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

●
保
険
料
の
減
免

　

災
害
・
失
業
・
低
所
得
な
ど
の
理
由
に
よ

り
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き

は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
猶
予
や
減

免
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
市
民
課
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

新
し
い
保
険
証
は
、
色
が
う
す
い

青
色
に
変
わ
り
ま
す

（
形
や
大
き
さ
は
変
わ
り
ま
せ
ん
）

「保険料軽減措置の見直し」について

問
合 

市
民
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　保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり
個人単位で計算されます。均等割額と所得割率は、２年ごとに見直されます。

※所得＝総所得金額等－33万円（基礎控除額）

令和２・３年度の保険料
100円未満切捨て

限度額　64万円（年額）
　＝　

均　等　割　額
被保険者１人当たり

44,411 円
　＋　

所　得　割　額
被保険者所得※
× 所得割率 8.55％

対象者の所得要件
（世帯主および世帯の被保険者　
　全員の軽減判定所得の合計額）

均等割額の軽減割合

令和２年度 令和３年度

平成31年度における8.5割軽減の区分

33万円以下

改  7.75割
※特例軽減

７割

平成31年度における８割軽減の区分

うち、世帯の被保険者全員の各種所得なし
（ただし、公的年金控除額は80万円として計算）
※特別控除（15万円）はありません

改  ７割

「33万円 ＋ 改  28万5千円 × 被保険者数」 以下 ５割

「33万円 ＋ 改  52万円  　 × 被保険者数」 以下 ２割




